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１．規制・制度改革委員会に、農業ワーキンググループ（以下「農業ＷＧ」と

いう。）を設置する。 

 

 

２．農業ＷＧにおいて配布された資料は、原則として、公表する。 

 

 

３．農業ＷＧの議事概要を公表する。 

 

 

４．委員会構成員は、農業ＷＧに参加することができる。 

資料１－１ 


